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平成２９年６月 

一般財団法人 栃木県環境技術協会 

 

補助金交付申請に当たっての留意事項 

 

 

 

 

平成２９度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（上下水道システムにおける省

CO2化推進事業）交付申請書の作成、提出に当たっては、公募要領、交付規程のほか、

本留意事項を熟読の上、すみやかに協会へ交付申請書を提出してください。補助事業

の実施できる期間は、平成３０年２月末日（実績報告書の提出期限である３月１０日

の１０日前）までです。そのためにも、交付申請書の提出期日は遵守してください。

万が一、期日までの提出が難しい場合は、早めに協会にご一報ください。 

なお、公募要領、交付規程及び本留意事項が守られず、協会の指示に従わない場合

は、採択取消の措置をとることもありますのでご注意願います。 
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１．補助金交付申請から補助金交付までの手続きについて 

 補助金交付申請から補助金交付までは以下のような手続きとなります。特に、工

事、設備導入の契約・発注については、一般財団法人 栃木県環境技術協会（以下

「協会」という。）の交付決定日以降（交付決定日を含む。）でなくてはいけません。 

 また、本事業は３月末日までに協会から補助事業者へ補助金を交付する必要があり

ます。それ以降は、補助事業を実施いただいたとしても補助金の交付はできません。

完了実績報告書の書類不備により３月末までに交付額を確定できなかった場合も補助

金の交付はできません。事業完了後、完了実績報告書や精算払請求書の提出手続きを

経て、補助金が交付されますので、その点を含め、スケジュール管理には十分注意し

てください。 

 

 

 

 

【 交付規程様式第１】 

【 交付規程様式第 11 】 

 

【交付規程様式第 14 】 

原則、一般競争入札で選定する 

原則平成３０年２月末日までに支払が完了 

補助事業を完了した日（検収した日）から起算して 

30日を経過した日、又は平成 30年 3月 10日のいずれ

か早い日までに提出（支払いが完了していない場合

は、請求書のみの添付で可。後日、領収書を提出） 

 
受注者 
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２．交付申請について 

 交付申請書は、以下のような例に従って綴り、紙で正本１部、副本１部（コピー

可）を提出してください。また、交付申請書のすべての電子ファイルを CD-R/DVD-R

に保存し１部提出してください。 

 
※民間企業の場合は条例の代わりに定款を添付 

 してください。 

全ての書類の電子ファイルを

保存した CD-R／DVD-R 

積
算
書 

明
細
書 

総
括
表 

条
例 

条
例 
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〈 ファイル作成方法について 〉 

※ できるだけフラットファイルでお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年度 

（例：平成 29年）

度） 

・タイトル 

（例：二酸化炭素排出抑

制対策事業費等補助金） 

・事業所名 

（例：〇〇市水道局） 
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＜参考資料の参照について＞ 

 交付申請は、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等を明確な根拠に基づき示してい

ただきます。根拠となる資料は参考資料として添付いただきます。別紙１実施計画書や別紙

２経費内訳で、添付した参考資料を参照する場合は、下記例のように、どの番号の資料を参

照するのか明記し、検索しやすいようにしてください。 

 

別紙２-１ 上水道システムにおける省 CO2 促進モデル事業に要する経費内訳（例） 

 

 

 

 

 

 

所要経費 

 

（1）総事業費 （2）寄付金その他の

収入 

（3）差引額 

（1）－（2） 

（4）補助対象経費支出

予定額 

43,000,000 円 0 円 43,000,000 円 42,000,000 円 

（5）基準額 （6）選定額 

（4）と（5）を比較し

て少ない方の額 

（7）補助基本額 

（3）と（6）を比較

して少ない方の額 

（8）補助金所要額 

（7）×1/2 

※太陽光発電は 1/3 

41,000,000 円 41,000,000 円 41,000,000 円 20,500,000 円 

補助対象経費支出予定額内訳 

経費区分・費目 金  額 積 算 内 訳 

（記載例）  【９．見積書】参照 

工事費   

 本工事費   

  材料費    1,500,000 無水撃逆止弁 ¥750,000×2 

 ・・・  

  労務費 ・・・  

・・・   

・・・   

・・・   

・・・   

  ・・・   

・・・   

   

合計  42,000,000 円  

（略）   

採択通知の基準

額を記入する。 

参考資料のどの番号の資料を参照するのか明記

してください。（インデックス番号とあわせて

ください。 
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＜交付申請書の提出方法について＞ 

 交付申請書は、封筒に入れ、宛名面に応募事業者名および「平成 29 年度上下水道システ

ムにおける省 CO2 化推進事業交付申請書」と朱書きで明記してください。郵送物の混在を

防ぐため、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

＜CD－R ／DVD－R に保存する電子ファイルについて＞ 

 交付申請書、別紙１、別紙２は、編集可能な Word での保存をお願いいたします。また

CO2 排出量の削減根拠となる資料を Excel で作成されている場合、計算の過程がわかるよ

うに Excel 形式で保存してください。最新のバージョンでのウイルスチェックもお願いし

ます。 

 また、ファイル名にはインデックスと同じ番号を付けて、紙媒体の交付申請書と整合をと

ってください。 

   ＜ファイル名の例＞ 

 

＜押印書類の取り扱いについて＞ 

 代表者の押印が必要な交付申請書様式第１に誤りもしくは修正があり、再度押印・提出

が必要になった場合で、当初提出いただいた押印文書の返却が必要な方は、交付申請時に

必ずその旨ご連絡ください。ない場合は、協会で廃棄処分します。 

 

＜交付決定までに要する日数について＞ 

 交付規程第７条第２項のとおり、交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間

は、３０日としておりますが、書類不備等により、交付決定が遅延する場合があります。

交付決定日は交付申請書類の整備状況に大きく左右されます。 

 

 

 

【交付申請書送先】 

〒329-1198 栃木県宇都宮市下岡本町 2145-13  

一般財団法人 栃木県環境技術協会 エコ水道推進部 
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＜交付申請書 様式のダウンロード方法＞ 

 交付申請書の様式のファイル（Word）は、必ず当協会ウェブサイトから以下の手順でダ

ウンロードしたものを使用してください。 

 

１． http://tochikankyou.com/suidou/index.html  にアクセスしてください。 

 「エコ水道推進部」→「申請書類一覧」をクリックしてください。 
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３．経費内訳・補助対象経費について 

 補助対象経費は、補助事業を行うために直接必要な交付規程別表第２に掲げる経費で、

当該事業で使用されたことを精算時に証明できるものに限ります。 

 補助事業は、公的な資金を用いて行われることからその経費の妥当性について厳しく精

査します。工事業者等からの見積取得にあたっては、材料費や労務費は一式ではなく、台

数、個、人工等の具体的単価に数量を掛けたものとし、以下のように、その単価の根拠が

明らかになるように見積書作成を依頼してください。本資料 p20～23 に、見積書例を掲載

していますので、見積依頼にあたって参考としてください。例に沿っていない見積書が添

付されていた場合は、協会から見積の再取得を指示することになります。 

見積例 

経費区分・費目 規格等 数量 単位 単価 金額 備考 

＜材料費＞       

仕切弁 GV 5K 20A 4 個 1,270 5,080 建設物価 2017 年 6 月号

ｐ.798 

＜労務費＞       

配管工事 配管工 10 人 19,000 190,000 公共工事設計労務単価 

※ポイント 

１．材料費の単価は、建設物価、積算資料、定価の優先順位で単価を確認し、掲載されて

いない費目を見積単価とする。最新の水道事業実務必携・下水道用設計積算要領等を

参考とし、材料費・労務費込の複合単価を計上することも可とする。 

２．労務費は、毎年度農林水産、国土交通の２省が協議し決定した「公共工事設計労務単

価表」を準用し、事業実施可能な単価とする。必要な人工を示した歩掛表を添付す

る。 

３．諸経費額については、最新の水道事業実務必携・下水道用設計積算要領等などを参考

とし根拠を明示すること。 

４．建設物価や積算基準は最新のものを参考とすること。 

５．見積書は、交付規程様式第１別紙２経費内訳との比較が容易であるように作成するこ

と。 

＜事務費について＞ 

 事務費は、補助事業者自身の事務手続きに係る費用です。補助事業を行うために直接必

要な事務費であり、当該事業で使用されたことを精算時に証明できるものに限り、補助対

象になります。共済費・賃金を計上する場合、従事日誌の作成が必要となりますので、整

備しておいてください。また、旅費の計上については、旅行会社や出張者本人への支出証

拠書類、航空券・搭乗券等の証拠帳票、為替交換時の証拠書類、出張報告書等を整備して

おいてください。なお、本事業の申請手続き及び精算手続きに係る事務費用は、補助対象

外です。 
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＜補助対象となる付属設備・付帯工事・オプション等について＞ 

 本事業で導入する設備・機器（以下、「主要設備」という。）を稼働させるために直接必

要な付属設備・機器や付帯工事であれば、その設備・機器、工事も補助対象とします。 

 交付申請の際、導入する主要設備に付属する設備・機器について、その設備・機器が主

要設備を稼働させるためにどのような役割を果たすのか明らかにして、協会の承認を得る

ことで補助対象とすることができます。 

 

＜補助対象外経費＞ 

 以下の費用は補助対象外です。総事業費中の補助対象外となる経費は明確にしてくださ

い。 

  ・二酸化炭素排出削減に寄与しない機器・設備や、周辺機器、法定必需品など 

  ・経年劣化等によりエネルギー消費効率が低下したものを劣化前までに回復させるこ

とに係る経費 

  ・既存設備の撤去・移設・廃棄費（当該撤去・移設・廃棄に係る諸経費も含む） 

  ・予備品 

  ・取得財産の表示プレート作成費 

・官公庁等への申請、届出等に係る経費 

  ・本補助金への応募・申請手続きに係る経費 

  ・上記補助対象外経費に係る諸経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

11 

 

４． 調達先の選定について 

 補助対象経費となる設備・機器や工事の調達先は、競争原理が働くような手続きによっ

て決定される必要があります。ここでの競争原理が働くような手続きは、一般の競争によ

るものです。 

 事業完了後の完了実績報告書には、採用・不採用の入札経過調書等、業者選定の経緯が

わかる資料を必ず添付いただくことになります。 

 

＜競争入札による選定の場合に必要な書類＞ 

【交付申請時（入札前）】 

積算書と参考見積を添付する。自社の積算基準に基づいて作成した場合は、その積

算基準の該当部分を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【完了実績報告時（入札後）】 

   入札結果の調書と、落札額（契約書）を反映した積算書を添付（補助対象経費の区分・

費目ごとの内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積算書 

（入札予定価格） 

参考見積 

（積算書作成時 

参考にしたもの） 

入札結果 

調書 

落札額（契約額）

を反映した積算書 
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＜三者以上の見積合わせでの工事業者等選定の場合に必要な書類＞ 

 【交付申請時】 

  見積依頼書と、一者以上の見積書を添付する。 

   

 

 

 

 

 【完了実績報告書時】 

  見積依頼書と、三者以上の見積書を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 見積依頼書について 

見積依頼書は、原則、社規定の書式を使用し作成してください。 

見積依頼書には、必要に応じ仕様書、図面、見積要領等を添付し、添付書類のすべてを 

実績報告時に添付していただきます。 

〔留意点〕 

・見積依頼仕様書は、実施計画書本文の内容をベースに作成されていて、見積機器選定に必 

 要な条件が記載されているか。   

・見積依頼仕様書はすべての依頼先に同じ内容で作成されているか。 

・交付申請時において、有効期限内の見積りとなっているか。 

(２) 見積書、見積仕様書 

三者以上から入手した見積書、見積仕様書について記載内容に差がないか確認を行い、 

差がある場合は、揃うまで再見積りを行ってください。また事業の見積辞退等があった場

合、他の業者で見積りを行い、原則三者以上の見積書を揃えていただきます。 

〔留意点〕 

・依頼に対し、必要な設備、材料、工数等が適当な費目で正確に計上されているか。 

見積依頼書 
A 社 

見積書 

A 社 

見積書 

B 社 

見積書 

C 社 

見積書 

A 社 

見積依頼書 

B 社 

見積依頼書 

C 社 

見積依頼書 
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・見積金額が妥当であるか。 

・使用条件、設置環境条件、技術的条件等から、選定された機器の仕様が妥当であるか。 

・納期、支払条件等契約上必要な要件が明確にされているか。 

・複数のメーカーを取り扱う業者の場合、要件を満たす最も安価なメーカーで見積ってい

るか。 

・見積仕様書は、選定した機器が兼用設備および将来用設備、予備設備等とならないこと

が確認できるものであるか。（不明な場合は、補助対象外となる場合があります。） 

・採用見積書と不採用見積書で、各費目・区分の比較ができるか。（採用だけが詳細な見

積書で、不採用見積書が概算見積となっていないか。） 

 

＜見積書中の補助対象外経費について＞ 

 見積書は、補助対象経費分のみ抜き出した形ではなく、総事業費に係る見積書とした上で、

補助対象経費と補助対象外経費が容易に判別できるような記載にしてください。このとき、

補助対象外経費は内訳の詳細は不要ですが、補助対象外となる理由がわかるような記載と

してください。 

 

＜単一業者を選定、発注・契約を行う場合＞ 

 補助事業の遂行上、競争原理が働くような選定手続きが著しく困難又は不適切である場

合は、その理由について記した書類を協会に提出し、協会の事前の承認を得ることが必要

です。 

 

【参考】 

競争原理が働いていないとされる見積合わせ 

 ・代理店１社から、メーカーA 社製品の見積、メーカーB 社製品の見積、C 社製品の３

つの見積りを取得する場合 

 ・メーカーと、そのメーカーの製品を取り扱う販売店との競争を含む場合。 

 ・見積りを実施する３者のうちいずれか同士が、関係会社や関連会社等の関係にある場

合。 

・発注は A 社に決定。工事は入札に参加した B 社が A 社の下請けで参加している場

合。 

・見積依頼仕様書の記載が詳細で、実質的に特定のメーカーの製品指定になっている場

合。 
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５． 経理処理について 

＜区分経理について＞ 

 補助事業に係る経理については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、補助事業以外の経理

と明確に区分したうえで、補助事業に係る個々の経費の使途、支出日、金額など支出の状

況を明らかにしてください。 

＜証拠書類について＞ 

 事業完了後にご提出いただく完了実績報告書では、添付資料として、以下の経理関係の

証拠書類を添付していただきます。 

  ・工事についての契約書 又は 発注書・注文請書 

    （口頭発注は不可です。必ず作成すること。契約・発注日は交付決定日以降。必 

     要な収入印紙が貼付されていることが確認できること。） 

  ・納品書 又は 工事竣工届 

  ・検収書（納品書に検収印を押印したものでも可。検収した旨の文言およびその日付 

   の記載と、検収者の署名・捺印をすること。） 

  ・請求書及びその請求内訳書 

  ・領収書等支払を証する書類（実績報告書への添付が可能な場合） 

以上の証拠書類は、見積依頼書、見積書、発注書、注文請書、納品書、検収書、請求

書、領収書等、一連の流れが確認できるよう時系列で整備してください。 

＜帳簿・証拠書類の提出・保管義務について（交付規程第８号第８号）＞ 

 補助事業に係る帳簿と全ての証拠書類については、補助事業の終了した日の属する年度

の翌年度から５年間保管しなければなりません。また、協会または会計検査院から提出を

求められた場合には、いつでも提出ができるようにしてください。 

 

６． 計画変更について（交付規程第８条第３号） 

 交付規程第８条第３号にあるとおり、補助事業に要する経費の配分を変更しようとする

場合、または、補助事業の内容を変更しようとするときは、交付規程様式第５の計画変更

承認申請書を事前に提出していただき、協会の承認を得る必要があります。 

 経費の配分の変更が各配分額のいずれか低い額の１５パーセント以内の変更である場

合、補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合は、計画変更承

認申請書は不要ですが、その判断を補助事業者は行わず、些細な変更であっても事前に協

会にご相談ください。 

 

７． 取得財産等の管理等について 

＜財産の管理等について （交付規程第８条第１２号）＞ 

 取得財産等について、様式第１０による取得財産等管理台帳を備えてください。 

 また、当該取得財産等には、平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（上
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下水道システムにおける省 CO2 化推進事業）による補助事業であることを明示したプレ

ート等を取り付けていただきます。プレートの内容や取付位置・素材については、「完了

実績報告書と経理処理の手引」を参照してください。 

＜取得財産の処分制限について（交付規程第８条第１３号）＞ 

 補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器具、並

びにその他環境大臣が定める財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める期間を経過するまで、協会の承認を受けないで

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊

し（廃棄を含む。）をすることはできません。 

 なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続きについては、「環境

省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」（平成２０年５月２９日付環境会発第０８０

５１５００２号大臣官房会計課長通知。）に基づき行います。 

 

８． 完了実績報告書について（交付規程第１１条第１項） 

 補助事業が完了（すべての補助事業の検収が完了）したときは、その日から起算して 30

日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の３月１０日までのいずれか早い

日までに、様式第１１による完了実績報告書を協会に提出しなければなりません。完了実

績報告の留意事項については、また別途周知いたしますが、添付書類として以下を求めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料の確認に、ホームページ掲載の「添付書類チェックリスト」を参考にしてくださ

い。 

・添付資料（１） ＜別紙１ 事業実施報告書に添付＞ 

   対象事業の要件への該当性関係資料、ＣＯ２削減効果の算定根拠、事業の実施体制･資

金計画・発注先等の資料、工程表、システム図・配置図・仕様書など 

・添付資料（２） ＜別紙２ 経費所要額精算調書に添付＞ 

  経費実績額根拠資料、補助対象経費実支出額算定資料、入札･契約時資料、施工時資

添
付
資
料
（
３
） 
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（
２
） 
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料、検査検収時資料、完成時資料、支払時資料、取得財産等管理台帳など 

・添付資料（３） 写真（工程等がわかるもの） 

  協会からの交付決定を受け補助事業を実施するにあたり、必ず以下の写真を撮影しな

がら事業を進めてください。写真の撮影方法、まとめ方については、P26 を参照してくだ

さい。 

 ・置換又は改修前の設備・機器の写真（再生可能エネルギーの発電システム等の新設の場 

  合は、設営前の場所の写真） 

 ・本事業で用いられる主な材料が分かる写真 

   例）高効率モータを導入する場合、そのモータ仕様が確認できる鉻板の写真 

 ・施工中の写真 

 ・施工後の写真 

 ・本補助事業で整備された財産等及びプレート等の写真 

① 財産等の写真 

取得財産等管理台帳に記載された順に整理し、財産名等の説明を記載してくださ

い。 

② プレートの取付位置、及び文言が確認できる写真 

    各機器等の全体、機器銘板の拡大、プレートの拡大の３枚の写真をそれぞれ添付し

てください。 

 

９． 二酸化炭素排出削減量について 

 本事業は、上下水道事業者が再エネ設備や省エネ設備を整備し二酸化炭素排出抑制を行

うとともに、近隣事業者への二酸化炭素排出抑制対策の効果的な波及を促進することを目

的としています。 

 当然、補助事業の採択にあたっては、その二酸化炭素排出量の削減効果が審査項目とな

っています。交付申請書審査の際にも事業の二酸化炭素排出削減量の算出過程・根拠につ

いて精査させていただき、期待していた削減効果が見込めないことが明らかになった場合

は、採択を取り消す場合があります。 

 また、事業完了後であっても、当初想定した二酸化炭素削減量の達成がまったく見込め

ないことが明らかになった場合は、補助金の交付は行いません。 

 交付申請書には、二酸化炭素削減の算出過程・根拠を示した資料を必ず添付してくださ

い。 
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１０． 仕入控除税額報告書について（交付規程第８条第１０号） 

 補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消

費税仕入控除税額が確定した場合には、交付規程様式第９による消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額報告書を速やかに協会に報告してください。 
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交付申請書の記入例 
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様式第１（第５条関係） 

 

番   号 

平成２９年７月〇日 

一般財団法人栃木県環境技術協会 

   理事長 渡邉 秀夫 殿 

 

 

申請者 住    所 ○○県○○○市○○○町 2145-13 

    氏名又は名称 ○○県○○○○市        

 代表者の職名・氏名  ○○○○市長 ○○○○    

 

平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（上下水道システムにおける省 CO2 化推進事業）交付申請書 

 

平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（上下水道システムにおける省

CO2 化推進事業）交付規程第５条の規定により上記補助金の交付について下記のとおり申

請します。 

（３行省略） 

 

記 

 

１  補助事業の目的及び内容 

     別紙１ 実施計画書のとおり 

 

２  補助金交付申請額                    円 

   （うち消費税及び地方消費税相当額            円） 

 

３  補助事業に要する経費 

     別紙２ 経費内訳のとおり 

 

４  補助事業の開始及び完了予定年月日 

       交付決定の日 ～ 平成３０年２月１日 

 

５  その他参考資料

補助事業者の採番用です。 

不要なら削除してください。 

代表者は、原則法人の代表権を持つ方

です。代表者からの委任状を添付する

場合に限り、委任を受けた方を代表者

として交付申請することが可能です。 

別紙２経費内訳の所要経費欄中、「補

助金所要額」の額を記入します。 

０円と記入する。 

（消費税等を含めて交付申請をできる

事業者で、交付申請額に消費税等を含

める場合は、その相当額を記入する。） 

すべての補助事業の検収が完了

される予定日を記入します。 
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見積内訳書例 

見 積 書 
○○○○市上水道局 御中 

 

貴御照会の件下記の通り御見積り申し上げます。 

○○ポンプ場の高効率モータ等の更新工事費用として 

（上下水道システムにおける省 CO2 化推進事業） 

         ¥ 43,000,000 円（税抜） 
納期   平成２９年１２月３１日 

引渡場所 ○○ポンプ場 

支払条件 請求後翌月末日まで 

見積書有効期限  ３ヶ月 

 

 

 

区分 費用 細分 品名 規格 数量 単位 単価 金額 備考 

          

工事費          

 本工事費         

  （直接工事費）        

  材料費 無水撃逆止弁 ・・・・ 2 個 750,000 1,500,000 定価 2,000,000 円 

   ・・・       

消費税は別途申し受けます 

 

例 

見積番号 T290615001 

平成２９年６月１５日 

栃木工業株式会社 

住 所 栃木県宇都宮市・・・ 

電 話 028-671-1781 

 

押印がされていること 

納期は平成３０年２月２８日以前であるか確認すること 

交付申請時において十分に有効期限内であること 

（単位 ： 円） 

山 

田 

 

公募要領表の区分・費目・細分ごとに項目を分けて頂いてください。 

材料費や労務費は一式ではなく、台数、個、人工等の具体

的単価に数量を掛けたものとするよう依頼してください。 

栃
木
工
業
株

式
会
社
之
印 
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   ゴムパッキン類  1 式 20,000 20,000 定価 25,000 円 

   ボトル・ナット

類 

 1 式 90,000 90,000 見積書（栃木工

業 

   水道用ソフトシ

ール仕切弁 

 4 基 52,000 208,000 定価 220,000 円 

   ・・・       

   ・・・       

   ・・・・       

   ナイロンコーテ

ィング管 

     建設物価 2017 年

6 月号ｐ527 

      〃      建設物価 2017 年

6 月号ｐ530 

      〃      建設物価 2017 年

6 月号ｐ530 

      〃      建設物価 2017 年

6 月号ｐ530 

    〃      建設物価 2017 年

6 月号ｐ531 

      〃      建設物価 2017 年

6 月号ｐ525 

   雑材料  1 式 7,200 7,200 材料費 × 0.03 

   ・・・       

・材料費は、建設物価・積算資料を参考のうえ実施可能

な単価とし、参考とした建設物価・積算資料の掲載頁を

記入させてください。 

・雑材料や配管支持金物等は積算基準での掛け率で一式

計上して構いません。 

・建設物価等に掲載していない材料については、定価が

あるものは定価を記入し、ないものは業者の見積価格

（この例では栃木工業の見積）で可とします。 
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  労務費 機器搬入据付費 設備機械工 5 人工 21,300 106,500 公共工事設計労務

単価表（○○県） 

   配管据付費 配管工 5 人工 23,800 119,000 公共工事設計労務

単価表（○○県） 

   制御盤組立・据

付費 

電工 5 人工 19,900 99,500 公共工事設計労務

単価表（○○県） 

   電工費 電工 5 人工 19,900 99,500 公共工事設計労務

単価表（○○県） 

   ・・・       

   ・・・       

   ・・・       

   ・・・       

          

          

  （間接工事費）        

  共通仮設費 共通仮設費  1 式 150,000 150,000  

  現場管理費 現場管理費  1 式 500,000 500,000  

  一般管理費 一般管理費  1 式 350,000 350,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

労務費は「公共工事設計労務単価

表」を準用し、事業実施可能な単

価として計上させてください。 

間接工事費は積み上げるか、もしくは一式での計上で構いませんが、国土交

通省監修の公共建築工事共通費積算基準（土木、建築、機械、電気通信）の

諸経費率を超える場合は、その超過分は補助対象外とする場合があります。 
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 測量及

試験費 

 試運転調整  1 式 1,000,000 1,000,000  

 機械器

具費 

 ・・・       

設備費   ポンプ  2  10,000,000 20,000,000  

   電動吐出弁  2  1,500,000 3,000,000  

          

  （撤去工事費）        

   ポンプ撤去費用       

   人工 設備機械工 10 人工 21,300 213,000 ＜補助対象外＞ 

   ポンプ解体処分

費 

   ・・・ ・・・ ＜補助対象外＞ 

   配管撤去  20 

 

ｍ 2,000 40,000 ＜補助対象外＞ 

   産廃運搬費  1 式 10,000 10,000 ＜補助対象外＞ 

   ・・・      ＜補助対象外＞ 

   共通仮設費  1 式 20,000 20,000 ＜補助対象外＞ 

   現場管理費  1 式 100,000 100,000 ＜補助対象外＞ 

   一般管理費  1 式 80,000 80,000 ＜補助対象外＞ 

          

 

 

 

 

 

総計                                            43,000,000 円（税抜） 

補助対象外経費である場合は、その

旨備考欄に記載させてください。 

既存設備の撤去費は補助対象外です。撤去費が見積

りに含まれていない場合、補助事業者が負担してい

ることを確認します。 

補助対象外分の工事に係る

間接工事費は個別に算出さ

せてください。 

（補助対象の間接工事費と

一緒にしない。） 

補助対象外の経費も含んだこの費用を別紙２経費内訳（１）総事業費に記入してください。 

ただし、見積りの中に本事業の目的達成のためのもの以外の工事がある場合（例：本事業と関

係の無い補助対象外の建物の補修工事も含む場合等）、その額は総事業費から除いてください。

（できる限り別の見積・契約としてください。） 
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帳簿について 

  本事業に係る経理について、以下の例のように帳簿を設けて、本事業以外の他の経理とは明確に区分して管理してください。 

 以下は例であり、各社で用いている様式を使用いただいてかまいません。 

 

  《 帳簿例 》 

帳簿（交付規程第８条第８号 関連） 

 平成２９年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（上下水道システムにおける省 CO2 化推進事業） 

日付 相手先 支払・収納 内容 貸方 借方 会計処理 

平成 29 年 10 月 31 日 ○○製作所株式会社 支払 ポンプ等の更新設備費用として 23,000,000  銀行振込 

平成 29 年 11 月 30 日 株式会社△△電設工事 支払 ポンプ更新工事費用として 2,500,000  銀行振込 

・・・ ・・・ 支払 ・・・ ・・・  銀行振込 

平成 30 年 3 月 29 日 一財）栃木環境技術協会 収納 平成 29 年度 二酸化炭素排出抑制

事業費等補助金 

 20,500,000  
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工程表について 

工程表例                 

工事名    高効率モータ等の更新工事（平成 29 年度 上下水道システムにおける省 CO2 化推進事業） 主任監督 

請負者名   株式会社△△電設工事                    工期 自 平成 29 年 9 月 1 日    至 平成 30 年 1 月 31 日 低炭素 

次郎 月間工程表 月 平成 29 年 9 月  

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ・・・・ 26 27 28 29 30   

曜 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 火 水 木 金 土  工数合計 

工 事 種 目

（施工場所） 

職種                            

機器据付工

事 

設 備 機

械工 

      4 4 4 4 4                20 

配 管 工 事

（機械室） 

配管工         4 4                 8 

配 管 工 事

（屋内配管） 

配管工           4   4 4            12 

電機工事 電工              2 2 2           6 

                             

《 注意事項 》 

本事例はあくまでサンプルですので、各業者で使用されている工程表がある場合はそちらを活用していただいても可です。ただし工数を確認

できるものとしてください。補助事業者は各工事・各職種ごとの工数と見積書の工数が合っているか確認してください。 
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写真について 

 工事状況写真のアルバム整備について、工事の施工によって不可視部分となるなど、後日

目視による検査が不可能または容易ではない部分については、施工の完了後においても各

施工部位の状況が確認できるよう撮影してください。その際、全体を記録できるよう、必要

に応じて複数の角度から撮影することとし、また、工程ごとに定点から撮影してください。

撮影箇所がわかりにくい場合には、撮影位置図、平面図、構造図等の説明図等を添付してく

ださい。 

 

 写真は、次の項目を記載した黒板（白板）を文字が判読できるよう撮影対象とともに映し

こむものとします。①工事名 ②工事種目 ③撮影部位 ④撮影時期 ⑤施工状況 ⑥受注者名、

立会者 ⑦その他（寸法、規格、表示マークなど）  

 

✓ アルバム１冊と CD-R／DVD-R を１枚を提

出してください。（実績報告書ファイルを保存し

た CD-R／DVD-R と同じディスクに保存で可） 

✓ A4 サイズの用紙としてください。 

✓ 写真ファイルの記録形式は、JPEGを標準とし、 

400万画素以上を指標としてください。 

✓ L版（サービスサイズ）程度の写真を貼り付け、

説明文や説明図等を付けて整理してください。 

✓ 取得財産等管理台帳に従い、財産ごとに全体像

の写真、銘板およびプレートの字が判読できるよう

に拡大した写真を添付してください。 

✓ インデックス等をつけて、わかりやすく整理

してください。 

平成 29 年 11 月 20 日 

既設ポンプ（改修前） 

平成 30 年 1 月 6 日 

ポンプ据付工事施工中 

撮影者： 

説明：・・・ 

平成 30 年 1 月 14 日 

新設ポンプ施工完了、検収

確認 

撮影者： 

説明：・・・ 

撮影例 図面例 

定点撮影ポイント説明図 

 
ポンプ 


